
伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月２２日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１号 

伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第２号中「特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することによ

り識別され得るもの」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次の

ように加える。 

ア  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画 

（写真及びマイクロフィルムを含む。以下同じ。）若しくは電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式（次号において「電磁的方式」という。）で作られた記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をい

う。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条中第１０号を第１１号とし、第４号から第９号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第３号中「（写真及びマイクロフィルムを含む。以下同じ。）及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）」を「又は電磁的記録」に改め、

同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号

のうち、規則で定めるものをいう。 

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変 



換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別

することができるもの 

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入 

に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載

され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の

符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異

なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録され

ることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別

することができるもの 

第８条第２項第１号中「第２条第４号イ」を「第２条第５号イ」に改める。 

第１５条第１項第５号中「個人に関する情報」を「個人情報」に、「であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求に係る

本人以外の特定の個人を識別することができる情報（他の情報と照合すること

により、開示請求に係る本人以外の特定の個人を識別することができる情報を

含む。）又は開示請求に係る本人以外の特定の個人を識別することはできない

が、」を「又は個人情報ではないが、」に改める。 

第１６条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

第５７条中「第２条第４号ア」を「第２条第５号ア」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市情報公開条例の一部改正） 

２ 伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２号中「及び電磁的記録」を「又は電磁的記録」に改める。 

第７条第１項第５号中「含む。）」の次に「若しくは伊勢崎市個人情報保護

条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号。以下「個人情報保護条例」とい

う。）第２条第３号に規定する個人識別符号（次条第２項において「個人識

別符号」という。）が含まれるもの」を加える。 

第８条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 
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伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月２２日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第９号    

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とす

る。 

⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この

条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用

のうち、群馬県の国民健康保険に関する特別会計（以下この条において

「群馬県国民健康保険特別会計」という。）において負担する高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢

者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下この条

において「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

⑵ 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（群馬県国民健康保険特別会計において負担

する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

⑶ 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法

第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）



につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（群馬県国民健康保険特別会計において

負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、「及び資産割額」を削り、

同条第３項中「第１項」を「第１項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」

を「第１項第３号」に改め、「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９

条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）」を削る。 

第３条第１項中「１００分の６．８」を「１００分の６．３」に改める。 

第４条を削り、第５条を第４条とする。 

第６条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「第９条及び第２

４条」を「第８条及び第２３条」に、「２１，４００円」を「１８，６００円」

に改め、同条第２号中「１０，７００円」を「９，３００円」に改め、同条第

３号中「１６，０５０円」を「１３，９５０円」に改め、同条を第５条とする。 

第７条中「１００分の１．８」を「１００分の２．５」に改め、同条を第６

条とする。 

第８条中「７，３００円」を「８，６００円」に改め、同条を第７条とする。 

第９条第１号中「６，０００円」を「７，５００円」に改め、同条第２号中

「３，０００円」を「３，７５０円」に改め、同条第３号中「４，５００円」

を「５，６２５円」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条中「１００分の１．６」を「１００分の１．９」に改め、同条を第

９条とする。 

第１１条中「８，３００円」を「９，８００円」に改め、同条を第１０条と

する。 

第１２条中「６，１００円」を「５，５００円」に改め、同条を第１１条と

し、第１３条を第１２条とする。 

第１４条中「第１７条、第２１条及び第２２条」を「第１６条、第２０条及

び第２１条」に改め、同条を第１３条とし、第１５条を第１４条とする。 

第１６条第１項中「第２４条」を「第２３条」に改め、同条を第１５条とし、

第１７条を第１６条とし、第１８条から第２１条までを１条ずつ繰り上げる。 



第２２条第１号中「第１７条第２項」を「第１６条第２項」に改め、同条を

第２１条とする。 

第２３条第１項中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同条を

第２２条とする。 

第２４条第１号イ（ア）中「１４，９８０円」を「１３，０２０円」に改め、同

号イ（イ）中「７，４９０円」を「６，５１０円」に改め、同号イ（ウ）中「１１，２

３５円」を「９，７６５円」に改め、同号ウ中「５，１１０円」を「６，０２

０円」に改め、同号エ（ア）中「４，２００円」を「５，２５０円」に改め、同号

エ（イ）中「２，１００円」を「２，６２５円」に改め、同号エ（ウ）中「３，１５０

円」を「３，９３８円」に改め、同号オ中「５，８１０円」を「６，８６０円」

に改め、同号カ中「４，２７０円」を「３，８５０円」に改め、同条第２号イ

（ア）中「１０，７００円」を「９，３００円」に改め、同号イ（イ）中「５，３５０

円」を「４，６５０円」に改め、同号イ（ウ）中「８，０２５円」を「６，９７５

円」に改め、同号ウ中「３，６５０円」を「４，３００円」に改め、同号エ（ア）

中「３，０００円」を「３，７５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，５００円」

を「１，８７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，２５０円」を「２，８１３円」

に改め、同号オ中「４，１５０円」を「４，９００円」に改め、同号カ中「３，

０５０円」を「２，７５０円」に改め、同条第３号イ（ア）中「４，２８０円」を

「３，７２０円」に改め、同号イ（イ）中「２，１４０円」を「１，８６０円」に

改め、同号イ（ウ）中「３，２１０円」を「２，７９０円」に改め、同号ウ中「１，

４６０円」を「１，７２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，２００円」を「１，

５００円」に改め、同号エ（イ）中「６００円」を「７５０円」に改め、同号エ（ウ）

中「９００円」を「１，１２５円」に改め、同号オ中「１，６６０円」を「１，

９６０円」に改め、同号カ中「１，２２０円」を「１，１００円」に改め、同

条を第２３条とする。 

第２５条中「第２７条」を「第２６条」に、「第２５条」を「第２４条」に

改め、同条を第２４条とし、第２６条を第２５条とし、第２７条から第３２条

までを１条ずつ繰り上げる。 

附則第６項中「第２４条」を「第２３条」に改める。 

附則第７項、第８項及び第１０項から第１３項までの規定中「第７条、第１



０条及び

「第２３

附則第

第９条及

を「第２

附則第

第９条及

附

（施行

１ この

（適用

２ 改正

分の国

につい

 

 

伊勢崎

  平成

 

 

伊勢崎市

伊

伊勢崎

ように改

 第２条

第３条

ら平成３

（平成１

算定する

び第２４条

条中」に

第１４項及

及び第２３

３条中」

第１６項及

及び第２３

附 則 

行期日） 

の条例は、

用区分） 

正後の伊勢

国民健康保

いては、な

崎市介護保

成３０年３

市条例第１

伊勢崎市介

崎市介護保

改正する。

条の２及び

条第１項中

３２年度ま

０年政令

るものとし

条」を「第

に改める。

及び第１５

３条」に、

に改める

及び第１７

３条」に、

平成３０

勢崎市国民

保険税につ

なお従前の

保険条例の

３月２２日

１０号 

介護保険条

保険条例

 

び第２条の

中「平成２

まで」に

令第４１２

し」を加え

第６条、第

 

５項中「第

「第２４

る。 

７項中「第

「第２４

０年４月１

民健康保険

ついて適用

の例による

の一部を改

日 

条例の一部

（平成１７

の３を削る

２７年度か

改め、「保

２号。以下

え、同項第

第９条及

第７条、第

条に」を

第７条、第

条中」を

１日から施

険税条例の

用し、平成

る。 

改正する条

部を改正す

７年伊勢崎

る。 

から平成２

保険料率

下「令」

第１号中

び第２３

第１０条及

「第２３

第１０条及

「第２３

施行する。

の規定は、

成２９年度

条例をここ

伊勢崎市

する条例

崎市条例第

２９年度ま

は」の次

という。）

「介護保険

条」に、

及び第２

条に」に

及び第２

条中」に

。 

、平成３

度分までの

こに公布す

市長 五十

第１１４号

まで」を

次に「、介

第３９条

険法施行令

「第２４条

４条」を

に、「第２

４条」を

に改める。

０年度以

の国民健

する。 

十嵐 清

号）の一

「平成３

介護保険法

条の規定

令（平成

条中」を

「第６条

４条中」

「第６条

 

後の年度

康保険税

隆 

部を次の

０年度か

法施行令

に基づき

１０年政

、

、



令第４１

６，４０

に改め、

第４号中

０，９０

を「８７

（昭和３

１項、第

の２第１

令第３８

において

同項第７

９０万円

円」を「

万円未満

に改め、

同項第１

１２号中

「平成２

で」に、

附

（施行

１ この

（経過

２ 改正

険料か

の例に

 

  

 

２号。以

０円」に

同項第３

中「６２，

０円」を

７，３００

２年法律

第３４条の

項又は第

条第４項

て同じ。）」

号中「９

円未満」を

「１０９，

満」に改め

同項第１

１号中

中「１４１

７年度か

「３１，

附 則 

行期日） 

の条例は、

過措置） 

正後の伊勢

から適用し

による。 

以下「令」

に改め、同

３号中「５

０００円

を「７２，

０円」に改

律第２６号

の２第１項

第３６条の

項に規定す

を加え、

９２，１０

を「２００

２００円

め、同項第

１０号中

「１３４，

１，８００

から平成２

９００円

平成３０

勢崎市介護

し、平成２

という。

同項第２号

５３，１０

円」を「６

８００円

改め、同号

号）第３３

項、第３４

の規定の適

する特別控

「１２５

００円」を

０万円未満

円」に改め

第９号中

「１３１，

７００円

０円」を

２９年度ま

」を「３

０年４月１

護保険条例

２９年度以

。）」を「

号中「４９

００円」を

６３，３０

円」に改め

号ア中「

３条の４第

４条の３第

適用がある

控除額を控

万円未満

を「９４，

満」に改め

め、同号ア

「１２０，

１００円

円」を「１

「１５２，

まで」を

２，７０

１日から施

例の規定は

以前の年度

令」に、

９，６０

を「５４，

００円」に

め、同項第

いう。）」

第１項若し

第１項、第

る場合には

控除して得

満」を「１

６００円

め、同項第

ア中「２

５００円

円」を「

１３８，

８００円

「平成３

０円」に

施行する。

は、平成

度分の保険

「３５，４

０円」を

６００円

に改め、同

第６号中

の次に「

しくは第

第３５条第

は、当該合

得た額とす

１２０万円

円」に改め

第８号中

９０万円未

円」を「

１３４，

３００円」

円」に改め

０年度か

に改める。

。 

３０年度以

険料につい

４００円

「５０，

円」に改

同項第５

「８５，

「（租税特別

２項、第

第１項、

合計所得

する。以

円未満」

め、同号

「１０６

未満」を

１２３，

６００円

」に改め

め、同条

ら平成３

 

以降の年

いては、

」を「３

９００円

め、同項

号中「７

０００円

別措置法

３４条第

第３５条

金額から

下この項

に改め、

ア中「１

，３００

「３００

７００円

」に改め

、同項第

第２項中

２年度ま

度分の保

なお従前

」

」

」

、



伊勢崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月２２日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１１号 

伊勢崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平

成２７年伊勢崎市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例 

目次を次のように改める。 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 指定に係る申請者の資格（第３条） 

第３章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第４章 運営に関する基準（第６条―第３０条） 

第５章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３１条―第

３３条） 

第６章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３４条） 

附則 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第５９条第１項第１号及び法第１１５条の２４第１項に規定する基準



及び員数、法第１１５条の２２第２項第１号に規定する者並びに法第１１５

条の２４第２項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準

を定めるものとする。 

第２条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

第３３条中「第２章」を「第３章」に、「第２６条第６項」を「第２７条第

６項」に、「第５条第１項中「第１８条」とあるのは「第３３条において準用

する第１８条」と、第１１条」を「第６条第１項中「第１９条」とあるのは

「第３４条において準用する第１９条」と、第１２条」に改め、同条を第３４

条とする。 

第５章を第６章とする。 

第４章中第３２条を第３３条とする。 

第３１条第９号中「のために」を「のために、利用者及びその家族の参加を

基本としつつ、」に改め、同条中第２８号を第３０号とし、第２２号から第２

７号までを２号ずつ繰り下げ、同条第２１号中「以下」を「次号及び第２４号

において」に改め、同号を同条第２２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（２３） 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した 

際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければな

らない。 

第３１条中第２０号を第２１号とし、第１５号から第１９号までを１号ずつ

繰り下げ、第１４号の次に次の１号を加え、同条を第３２条とする。 

⒂ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能

その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの

を、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供す

るものとする。 

第３０条を第３１条とする。 

第４章を第５章とする。 



第２９条第２項第１号中「第３１条第１４号」を「第３２条第１４号」に改

め、同項第２号イ中「第３１条第７号」を「第３２条第７号」に改め、同号ウ

中「第３１条第９号」を「第３２条第９号」に改め、同号エ中「第３１条第１

５号」を「第３２条第１６号」に改め、同号オ中「第３１条第１６号」を「第

３２条第１７号」に改め、同項第３号中「第１６条」を「第１７条」に改め、

同項第４号中「第２６条第２項」を「第２７条第２項」に改め、同項第５号中

「第２７条第２項」を「第２８条第２項」に改め、第３章中同条を第３０条と

し、第２８条を第２９条とし、第２４条から第２７条までを１条ずつ繰り下げ

る。 

第２３条第３項中「第３１条第９号」を「第３２条第９号」に改め、同条を

第２４条とし、第２２条を第２３条とし、第６条から第２１条までを１条ずつ

繰り下げる。 

第５条第１項中「第１８条」を「第１９条」に改め、同条第２項中「である」

を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第５３条第１項

に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよ

う求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項各

号列記以外の部分中「第３項」を「第４項」に改め、同項第１号中「第３項各

号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項

第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同

条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加え、同条を第６条とする。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診

療所に伝えるよう求めなければならない。 

第３章を第４章とする。 

第２章中第４条を第５条とし、第３条を第４条とする。 

第２章を第３章とし、第１章の次に次の１章を加える。 

第２章 指定に係る申請者の資格 

第３条 法第１１５条の２２第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人
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第４章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等（第４６条・第４７条） 

第２節 人員に関する基準（第４８条・第４９条） 

第３節 設備に関する基準（第５０条） 

第４節 運営に関する基準（第５１条―第６０条） 

第５章 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針（第６１条） 

第２節 人員に関する基準（第６２条・第６３条） 

第３節 設備に関する基準（第６４条） 

第４節 運営に関する基準（第６５条―第７９条） 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第８０条・第８１条） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営

に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第８２条・第８３条） 

第２款 人員に関する基準（第８４条・第８５条） 

第３款 設備に関する基準（第８６条・第８７条） 

第４款 運営に関する基準（第８８条―第９９条） 

第６章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第１００条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型

通所介護（第１０１条―第１０３条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第１０４条―第１０６条） 

第３節 運営に関する基準（第１０７条―第１１２条） 

第７章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第１１３条） 

第２節 人員に関する基準（第１１４条―第１１６条） 

第３節 設備に関する基準（第１１７条・第１１８条） 

第４節 運営に関する基準（第１１９条―第１３９条） 

第８章 認知症対応型共同生活介護 



第１節 基本方針（第１４０条） 

第２節 人員に関する基準（第１４１条―第１４３条） 

第３節 設備に関する基準（第１４４条） 

第４節 運営に関する基準（第１４５条―第１５９条） 

第９章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第１６０条） 

第２節 人員に関する基準（第１６１条・第１６２条） 

第３節 設備に関する基準（第１６３条） 

第４節 運営に関する基準（第１６４条―第１７９条） 

第１０章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 指定の対象となる特別養護老人ホームの入所定員（第１８０条） 

第２節 基本方針（第１８１条） 

第３節 人員に関する基準（第１８２条） 

第４節 設備に関する基準（第１８３条） 

第５節 運営に関する基準（第１８４条―第２０９条） 

第６節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに

設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２１０条・第２１１条） 

第２款 設備に関する基準（第２１２条） 

第３款 運営に関する基準（第２１３条―第２２１条） 

第１１章 看護小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第２２２条） 

第２節 人員に関する基準（第２２３条―第２２５条） 

第３節 設備に関する基準（第２２６条・第２２７条） 

第４節 運営に関する基準（第２２８条―第２３４条） 

附則 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第７８条の２第１項に規定する数、同条第４項第１号に規定する者、



法第７８条の２の２第１項第１号及び法第７８条の４第１項に規定する基準

及び員数並びに法第７８条の２の２第１項第２号及び法第７８条の４第２項

に規定する指定地域密着型サービスの設備及び運営に関する基準について定

めるものとする。 

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法

第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービス

をいう。 

第２２９条中「第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、

第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第６９条、第７１条、第７

４条、第７５条、第１１６条から第１１９条まで、第１２２条から第１２４条

まで、第１２６条、第１２７条及び第１２９条から第１３４条」を「第１０条

から第１４条まで、第２１条、第２３条、第２９条、第３５条から第３９条ま

で、第４１条、第４２条、第７０条、第７２条、第７５条、第７６条、第１１

９条から第１２２条まで、第１２５条から第１２７条まで、第１２９条、第１

３０条及び第１３２条から第１３７条」に、「第９条第１項中「第３１条」を

「第１０条第１項中「第３２条」に、「第２２９条」を「第２３４条」に、「第

１２９条に規定する」を「第１３２条に規定する」に、「第３４条中」を「第

３５条中」に、「第６９条第２項」を「第７０条第２項」に、「第１０章第４節」

を「第１１章第４節」に、「第７１条第３項」を「第７２条第３項」に、「第７

５条第１項」を「第７６条第１項」に、「第１１８条及び第１２６条」を「第

１１９条中「第１１４条第１２項」とあるのは「第２２３条第１３項」と、第

１２１条及び第１２９条」に、「第１３４条中「第１１１条第６項」とあるの

は「第２１８条第７項」を「第１３７条中「第１１４条第６項」とあるのは

「第２２３条第７項」に改め、同条を第２３４条とする。 

第２２８条第２項第３号中「第２２４条第６号」を「第２２９条第６号」に

改め、同項第４号中「第２２５条第２項」を「第２３０条第２項」に改め、同

項第５号中「第２２６条第９項」を「第２３１条第９項」に改め、同項第６号

中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、同項第７号中「第２８条」

を「第２９条」に改め、同項第８号中「第３８条第２項」を「第３９条第２項」



に改め、同項第９号中「第４０条第２項」を「第４１条第２項」に改め、同項

第１０号中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」に改め、同条を第２３３

条とし、第２２７条を第２３２条とする。 

第２２６条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第２２３条第１３項の規

定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加

え、同条を第２３１条とし、第２２５条を第２３０条とする。 

第２２４条第９号中「第２２６条第１項」を「第２３１条第１項」に改め、

同条を第２２９条とし、第２２３条を第２２８条とする。 

第２２２条第２項第２号に次のように加え、第１０章第３節中同条を第２２

７条とする。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であっ 

て、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供

に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を

兼用することができる。 

第２２１条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「あ

っては、」を「あっては」に改め、同号の表以外の部分中「利用定員」の次に

「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」

を加え、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加え、同条を第２２６条とする。 

第２２０条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に

改め、第１０章第２節中同条を第２２５条とする。 

第２１９条第２項中「前項」を「第１項」に、「介護老人保健施設」を「介

護老人保健施設、介護医療院」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加え、同条を第２２４条とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 

第２１８条第１項中「介護（」の次に「第１１４条第７項に規定する」を加



え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及

び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第７項に規定するサテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者、第

８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係

る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及

び当該本体事業所に係る第１１４条第７項に規定するサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「介護（」の次に「第１１４

条第７項に規定する」を加え、「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を

当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項

に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改め、同条第７項に次の１号を加える。 

⑸ 介護医療院 

第２１８条第１０項中「第６条第１２項」を「第７条第１２項」に改め、同

項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス

計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了している者（第２３１条において「研修修了者」という。）を

置くことができる。 

第２１８条中第８項を第１１項とし、第７項の次に次の３項を加え、同条を



第２２３条とする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体

制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を

有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し

適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置

くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人

以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

第２１７条中「第１１０条」を「第１１３条」に改め、第１０章第１節中同

条を第２２２条とする。 

第１０章を第１１章とする。 

第２１６条中「第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８

条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、第６９条、第７３条、第７５

条第１項から第４項まで、第１８０条から第１８２条まで、第１８５条、第１



８８条、第１９０条から第１９４条まで及び第１９８条から第２０３条まで」

を「第１０条、第１１条、第１３条、第１４条、第２３条、第２９条、第３５

条、第３７条、第３９条、第４２条、第７０条、第７４条、第７６条第１項か

ら第４項まで、第１８４条から第１８６条まで、第１８９条、第１９２条、第

１９４条から第１９９条まで及び第２０３条から第２０８条まで」に、「第９

条第１項中「第３１条」を「第１０条第１項中「第３２条」に、「第２１３条」

を「第２１８条」に、「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に、「第３４条

中」を「第３５条中」に、「第６９条第２項」を「第７０条第２項」に、「第９

章第５節」と、第７５条第１項」を「第１０章第６節」と、第７６条第１項」

に、「第１９４条中「第１８５条」とあるのは「第２１６条において準用する

第１８５条」を「第１９９条中「第１８９条」とあるのは「第２２１条におい

て準用する第１８９条」に、「第１８４条第５項」を「第１８８条第５項」に、

「第２０９条第７項」を「第２１４条第７項」に、「第２０４条」を「第２０

９条」に、「第２１６条」を「第２２１条」に、「第２０２条第３項」を「第２

０７条第３項」に、「第２０３条第２項第２号」を「第２０８条第２項第２号」

に、「第１８２条第２項」を「第１８６条第２項」に改め、第９章第５節第３

款中同条を第２２１条とし、第２１５条を第２２０条とし、第２１４条を第２

１９条とする。 

第２１３条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の

１号を加え、同条を第２１８条とする。 

⑺ 緊急時等における対応方法 

第２１２条を第２１７条とし、第２１１条を第２１６条とし、第２１０条を

第２１５条とする。 

第２０９条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加え、同条を第

２１４条とする。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 



⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

第２０８条を第２１３条とする。 

第９章第５節第２款中第２０７条を第２１２条とする。 

第９章第５節第１款中第２０６条を第２１１条とし、第２０５条を第２１０

条とする。 

第９章第５節を同章第６節とする。 

第２０４条中「第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８

条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、第６９条、第７３条及び第７

５条」を「第１０条、第１１条、第１３条、第１４条、第２３条、第２９条、

第３５条、第３７条、第３９条、第４２条、第７０条、第７４条及び第７６条」

に、「第９条第１項中「第３１条」を「第１０条第１項中「第３２条」に、「第

１９５条」を「第２００条」に、「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に、

「第３４条中」を「第３５条中」に、「第６９条第２項」を「第７０条第２項」

に、「第９章第４節」を「第１０章第５節」に、「第７５条第１項」を「第７６

条第１項」に改め、第９章第４節中同条を第２０９条とする。 

第２０３条第２項第２号中「第１８２条第２項」を「第１８６条第２項」に

改め、同項第３号中「第１８４条第５項」を「第１８８条第５項」に改め、同

項第４号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第５号中「第３８条第２

項」を「第３９条第２項」に改め、同項第７号中「第７５条第２項」を「第７

６条第２項」に改め、同条を第２０８条とし、第２０２条を第２０７条とし、

第１９６条から第２０１条までを５条ずつ繰り下げる。 

第１９５条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の

１号を加え、同条を第２００条とする。 

⑹ 緊急時等における対応方法 

第１９４条中「第１８５条」を「第１８９条」に改め、同条第５号中「第１

８４条第５項」を「第１８８条第５項」に改め、同条第６号中「第２０４条」

を「第２０９条」に、「第３８条第２項」を「第３９条第２項」に改め、同条

第７号中「第２０２条第３項」を「第２０７条第３項」に改め、同条を第１９



９条とし、第１９３条を第１９８条とし、第１９２条を第１９６条とし、同条

の次に次の１条を加える。 

（緊急時等の対応） 

第１９７条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が

生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１８２条第１項第１号

に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておか

なければならない。 

第１９１条を第１９５条とし、第１８５条から第１９０条までを４条ずつ繰

り下げる。 

第１８４条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加え、同条を第

１８８条とする。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

第１８３条第１項中「第２０８条第１項及び第２項」を「第２１３条第１項

及び第２項」に改め、同条第３項第１号中「第２０８条第３項第１号」を「第

２１３条第３項第１号」に改め、同項第２号中「第２０８条第３項第２号」を

「第２１３条第３項第２号」に改め、同条を第１８７条とし、第１８２条を第

１８６条とし、第１８１条を第１８５条とする。 

第１８０条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設若しくは介護医療

院」に改め、同条を第１８４条とする。 

第９章第４節を同章第５節とする。 

第９章第３節中第１７９条を第１８３条とし、同節を同章第４節とする。 

第１７８条第３項ただし書中「第２０５条」を「第２１０条」に、「この条



において同じ。）及び」を「この項において同じ。）に」に改め、「第９０号」

の次に「。以下「県指定介護老人福祉施設基準条例」という。」を加え、「）を

併設する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及び」を「以下この項にお

いて同じ。）を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット

型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（県指定介護老人福祉施設基

準条例第５３条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定

地域密着型介護老人福祉施設に」に改め、「施設を併設する場合」の次に「の

指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設」を加え、「第２１４条第２項」を「第２１９条第２項」に改め、同条第

４項中「第２０７条第１項第３号」を「第２１２条第１項第３号」に、「介護

老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に改め、同条第８項第２

号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、

同項に次の１号を加える。 

⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

第１７８条第１３項中「第５条第１項」を「第６条第１項」に改め、同条第

１６項中「第４４条」を「第４５条」に、「第１１１条若しくは第２１８条」

を「第１１４条若しくは第２２３条」に改め、第９章第２節中同条を第１８２

条とする。 

第９章中第２節を第３節とする。 

第９章第１節中第１７７条を第１８１条とする。 

第９章中第１節を第２節とし、同章に第１節として次の１節を加える。 

第１節 指定の対象となる特別養護老人ホームの入所定員 

第１８０条 法第７８条の２第１項に規定する条例で定める数は、２９人以下

とする。 

 第９章を第１０章とする。 

第１７６条中「第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３４条から第

３８条まで、第４０条、第４１条、第６９条、第７３条、第７４条、第７５条

第１項から第４項まで及び第１２８条」を「第１３条、第１４条、第２３条、

第２９条、第３５条から第３９条まで、第４１条、第４２条、第７０条、第７

４条、第７５条、第７６条第１項から第４項まで及び第１３１条」に、「第３



４条中」を「第３５条中」に、「第６９条第２項」を「第７０条第２項」に、

「第８章第４節」と、第７５条第１項」を「第９章第４節」と、第７６条第１

項」に改め、第８章第４節中同条を第１７９条とする。 

第１７５条第２項第２号中「第１６３条第２項」を「第１６６条第２項」に

改め、同項第３号中「第１６５条第５項」を「第１６８条第５項」に改め、同

項第４号中「第１７３条第３項」を「第１７６条第３項」に改め、同項第５号

中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第６号中「第３８条第２項」を

「第３９条第２項」に改め、同項第７号中「第４０条第２項」を「第４１条第

２項」に改め、同項第８号中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」に改め、

同条を第１７８条とし、第１７４条を第１７７条とし、第１６７条から第１７

３条までを３条ずつ繰り下げる。 

第１６６条第１項中「第１５８条第１項第４号」を「第１６１条第１項第４

号」に改め、同条を第１６９条とする。 

第１６５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加え、同条を第

１６８条とする。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

第１６４条を第１６７条とし、第１６３条を第１６６条とし、第１６２条を

第１６５条とする。 

第１６１条第１項中「第１７２条」を「第１７５条」に改め、同条第４項中

「第９条第２項」を「第１０条第２項」に改め、同条を第１６４条とする。 

第８章第３節中第１６０条を第１６３条とする。 

第８章第２節中第１５９条を第１６２条とする。 

第１５８条第４項中「のうち１人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職



員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」を「介護老

人保健施設、介護医療院」に改め、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」

を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 介護医療院 介護支援専門員 

第１５８条第９項中「第１１１条」を「第１１４条」に、「第２１８条」を

「第２２３条」に改め、同条を第１６１条とする。 

第８章第１節中第１５７条を第１６０条とする。 

第８章を第９章とする。 

第１５６条中「第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８

条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第４０条、第４１条、第６９条、

第７４条、第７５条第１項から第４項まで、第１２８条、第１３１条及び第１

３３条」を「第１０条、第１１条、第１３条、第１４条、第２３条、第２９条、

第３５条から第３７条まで、第３９条、第４１条、第４２条、第７０条、第７

５条、第７６条第１項から第４項まで、第１３１条、第１３４条及び第１３６

条」に、「第９条第１項」を「第１０条第１項」に、「第３１条」を「第３２条」

に、「第１５０条」を「第１５３条」に、「第３４条中」を「第３５条中」に、

「第６９条第２項」を「第７０条第２項」に、「第７章第４節」を「第８章第

４節」に、「第７５条第１項」を「第７６条第１項」に、「第１２８条中」を

「第１３１条中」に、「第１３１条中」を「第１３４条中」に改め、第７章第

４節中同条を第１５９条とする。 

第１５５条第２項第２号中「第１４３条第２項」を「第１４６条第２項」に

改め、同項第３号中「第１４５条第６項」を「第１４８条第６項」に改め、同

項第４号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第５号中「第３８条第２

項」を「第３９条第２項」に改め、同項第６号中「第４０条第２項」を「第４

１条第２項」に改め、同項第７号中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」

に改め、同条を第１５８条とし、第１５４条を第１５７条とする。 

第１５３条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療

院」に改め、同条を第１５６条とし、第１５２条を第１５５条とし、第１４７

条から第１５１条までを３条ずつ繰り下げる。 

第１４６条第１項中「第１３８条第５項」を「第１４１条第５項」に改め、



同条を第１４９条とする。 

第１４５条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加え、同条を第

１４８条とする。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第１４４条を第１４７条とし、第１４３条を第１４６条とし、第１４２条を

第１４５条とする。 

第１４１条第２項中「第１５２条」を「第１５５条」に改め、同条第７項中

「第７３条第１項」を「第７４条第１項」に改め、第７章第３節中同条を第１

４４条とする。 

第１４０条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に

改め、第７章第２節中同条を第１４３条とする。 

第１３９条第２項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療

院」に改め、同条を第１４２条とする。 

第１３８条第１項中「第７０条第１項」を「第７１条第１項」に、「第６９

条」を「第７０条」に、「第１４１条」を「第１４４条」に改め、同条第４項

中「第１１１条」を「第１１４条」に、「第２１８条」を「第２２３条」に改

め、同条第１０項中「第７０条第１項」を「第７１条第１項」に改め、同条を

第１４１条とする。 

第７章第１節中第１３７条を第１４０条とする。 

第７章を第８章とする。 

第１３６条中「第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、

第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第６９条、第７１条、第７

４条及び第７５条」を「第１０条から第１４条まで、第２１条、第２３条、第



２９条、第３５条から第３９条まで、第４１条、第４２条、第７０条、第７２

条、第７５条及び第７６条」に、「第９条第１項」を「第１０条第１項」に、

「第３１条」を「第３２条」に、「第１２９条」を「第１３２条」に、「第３４

条中」を「第３５条中」に、「第７１条第３項」を「第７２条第３項」に、「第

６９条第２項」を「第７０条第２項」に、「第６章第４節」を「第７章第４節」

に、「第７５条第１項」を「第７６条第１項」に改め、第６章第４節中同条を

第１３９条とする。 

第１３５条第２項第３号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第４号中「第１２１条第６号」を「第１２４条第６号」に改め、同項第５

号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第６号中「第３８条第２項」を

「第３９条第２項」に改め、同項第７号中「第４０条第２項」を「第４１条第

２項」に改め、同項第８号中「第７５条」を「第７６条」に改め、同条を第１

３８条とする。 

第１３４条中「第１１１条第６項」を「第１１４条第６項」に改め、同条を

第１３７条とし、第１３３条を第１３６条とする。 

第１３２条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療

院」に改め、同条を第１３５条とし、第１３１条を第１３４条とし、第１２６

条から第１３０条までを３条ずつ繰り下げる。 

第１２５条第１項中「第１１１条第１２項」を「第１１４条第１２項」に改

め、同条を第１２８条とし、第１２４条を第１２７条とし、第１２３条を第１

２６条とする。 

第１２２条第２項中「県指定居宅介護支援等基準条例第１６条」を「指定居

宅介護支援等基準条例第１６条」に改め、同条を第１２５条とし、第１２１条

を第１２４条とし、第１１７条から第１２０条までを３条ずつ繰り下げる。 

第１１６条中「第１１１条第１２項」を「第１１４条第１２項」に、「第１

２２条」を「第１２５条」に改め、同条を第１１９条とする。 

第１１５条第５項中「第４８条第１項」を「第４９条第１項」に改め、第６

章第３節中同条を第１１８条とする。 

第１１４条第１項中「第４４条第１項」を「第４５条第１項」に改め、同条

を第１１７条とする。 



第１１３条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に

改め、第６章第２節中同条を第１１６条とする。 

第１１２条第２項中「第２１９条第１項」を「第２２４条第１項」に改め、

同条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に、

「第２２０条に規定する」を「第２２５条に規定する」に、「第１３９条第２

項、第１４０条及び第２２０条」を「第１４２条第２項、第１４３条及び第２

２５条」に改め、同条を第１１５条とする。 

第１１１条第１項中「第４４条第１項」を「第４５条第１項」に、「第４３

条」を「第４４条」に、「及び当該本体事業所」を「並びに当該本体事業所」

に、「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者」を「サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第２２３条第８項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者」に改め、同条第

６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」

に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第７項中「もの

（以下」の次に「この章において」を加え、同条第８項中「第２１８条第１項」

を「第２２３条第１項」に改め、同条第１２項中「第１２５条第１項」を「第

１２８条第１項」に改め、同条第１３項中「第４４条第１項」を「第４５条第

１項」に改め、同条を第１１４条とする。 

第６章第１節中第１１０条を第１１３条とする。 

第６章を第７章とする。 

第１０９条中「第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２

０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５３条、

第６４条、第６５条、第６９条及び第７１条から第７６条」を「第１０条から

第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第２９条、

第３５条から第３９条まで、第４２条、第５４条、第６５条、第６６条、第７

０条及び第７２条から第７７条」に、「第９条第１項」を「第１０条第１項」

に、「第３１条」を「第３２条」に、「第１０７条」を「第１１０条」に、「第

３４条中」を「第３５条中」に、「第７５条第１項」を「第７６条第１項」に、

「第７６条第４項」を「第７７条第４項」に、「第６３条第４項」を「第６４

条第４項」に、「第１００条第４項」を「第１０３条第４項」に改め、第５章



第３節中同条を第１１２条とする。 

第１０８条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第３号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第４号中「第３８条第

２項」を「第３９条第２項」に改め、同項第５号中「第７６条第２項」を「第

７７条第２項」に改め、同項第６項中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」

に改め、同条を第１１１条とする。 

第１０７条第４号中「第９８条第４項又は第１０２条第１項」を「第１０１

条第４項又は第１０５条第１項」に改め、同条を第１１０条とする。 

第１０６条第１項中「第９９条又は第１０３条」を「第１０２条又は第１０

６条」に改め、同条を第１０９条とする。 

第１０５条第４号中「第９８条第１項又は第１０１条第１項」を「第１０１

条第１項又は第１０４条第１項」に改め、同条を第１０８条とし、第１０４条

を第１０７条とする。 

第１０３条第２項中「第９９条第２項」を「第１０２条第２項」に改め、第

５章第２節第２款中同条を第１０６条とする。 

第１０２条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」を「指定地域密着

型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第２１０

条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。）を除く。）」に、「とする。」を「とし、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利

用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする。」に改め、同条第２

項中「第１１１条第７項」を「第１１４条第７項及び第２２３条第８項」に改

め、同条を第１０５条とする。 

第１０１条第１項中「第７０条第１項」を「第７１条第１項」に、「第８条

第１項」を「第９条第１項」に、「第１３８条、第１５８条若しくは第１７８

条」を「第１４１条、第１６１条若しくは第１８２条」に、「第７０条に」を

「第７１条に」に改め、同条第２項中「第８条第１項」を「第９条第１項」に

改め、同条を第１０４条とする。 

第１００条第５項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め、第５章第



２節第１款中同条を第１０３条とし、第９９条を第１０２条とする。 

第９８条第１項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改め、同条第４項中「伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」を「伊勢崎市指定地域密

着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める条例」に、「第５条第１項」

を「第６条第１項」に、「第１００条第２項第１号ア」を「第１０３条第２項

第１号ア」に改め、同条第７項中「第５条第１項」を「第６条第１項」に改め、

同条を第１０１条とする。 

第５章第１節中第９７条を第１００条とする。 

第５章を第６章とする。 

第９６条中「第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２

０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第６５条

（第３項第２号を除く。）、第６６条及び第７１条から第７６条まで」を「第１

１条から第１４条まで、第１７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、第６６条（第３項第２号を除

く。）、第６７条及び第７２条から第７７条まで」に、「第３４条中」を「第３

５条中「運営規程」とあるのは「第９５条に規定する重要事項に関する規程」

と、」に、「第７１条第３項」を「第７２条第３項」に、「第７５条第１項」を

「第７６条第１項」に、「第７６条第４項」を「第７７条第４項」に、「第６３

条第４項」を「第６４条第４項」に、「第８４条第４項」を「第８７条第４項」

に改め、第４章第５節第４款中同条を第９９条とする。 

第９５条第２項第３号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第４号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第５号中「第３８条第

２項」を「第３９条第２項」に改め、同項第６号中「第７６条第２項」を「第

７７条第２項」に改め、同項第７号中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」

に改め、同条を第９８条とし、第９４条を第９７条とし、第９１条から第９３

条までを３条ずつ繰り下げる。 

第９０条第３項中「第９３条第１項」を「第９６条第１項」に改め、同条を

第９３条とし、第８９条を第９２条とし、第８６条から第８８条までを３条ず



つ繰り下げる。 

第８５条第１項中「第９２条」を「第９５条」に、「運営規程」を「重要事

項に関する規程」に、「第９０条第１項」を「第９３条第１項」に、「第９３条

第１項」を「第９６条第１項」に改め、同条第２項中「第９条第２項」を「第

１０条第２項」に改め、同条を第８８条とする。 

第４章第５節第３款中第８４条を第８７条とする。 

第８３条中「９人」を「１８人」に改め、同条を第８６条とする。 

第４章第５節第２款中第８２条を第８５条とし、第８１条を第８４条とする。 

第４章第５節第１款中第８０条を第８３条とする。 

第７９条中「第８９条」を「第９２条」に改め、同条を第８２条とする。 

第４章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第８０条 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下この条

及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指

定生活介護事業者（群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２４年群馬県条例第９６号。以下この

条において「県指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第８０条第１

項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業

者（県指定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第１項に規定する指定自

立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（県

指定障害福祉サービス等基準条例第１５３条第１項に規定する指定自立訓練

（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（群馬県指定通所支

援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年群

馬県条例第９４号。以下この条において「県指定通所支援基準条例」とい

う。）第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重

症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事業

所において指定児童発達支援（県指定通所支援基準条例第５条に規定する指

定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）



及び指定放課後等デイサービス事業者（県指定通所支援基準条例第７３条第

１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身

障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（県指定通所支

援基準条例第７２条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供

する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと

する。 

⑴ 指定生活介護事業所（県指定障害福祉サービス等基準条例第８０条第１

項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業所（県指定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第１項に規定する指

定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業

所（県指定障害福祉サービス等基準条例第１５３条第１項に規定する指定

自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（県指定

通所支援基準条例第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事業所（県指定通所支援基準条例第

７３条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下

この号において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（県指定障害福祉サー

ビス等基準条例第７９条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）（県指定障害福祉サービス等基準条例第１４２条に規定する

指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（県指定

障害福祉サービス等基準条例第１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下こ

の号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護

等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であると

した場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上で

あること。 

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供する

ため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的

支援を受けていること。 

（準用） 



第８１条 第１０条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、第５４条及び

第６１条、第６３条、第６４条第４項並びに前節（第７９条を除く。）の規

定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合におい

て、第１０条第１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「運営規

程（第７１条に規定する運営規程をいう。第３５条において同じ。）」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」

という。）」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第６４条第４項中「前項

ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利

用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場

合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密

着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合」と、第６８条第４号、第６９条第５項

及び第７２条第３項中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護従業者」と、第７８条第２項第２号中「次条において

準用する第２１条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と、同項第３号中

「次条において準用する第２８条」とあるのは「第２９条」と、同項第４号

中「次条において準用する第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項」

と読み替えるものとする。 

第７８条中「第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条及び第５３条」

を「第１０条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、第２

３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条及び第５４条」に、

「第９条第１項」を「第１０条第１項」に、「第３１条」を「第３２条」に、

「第７０条」を「第７１条」に、「第３４条中」を「第３５条中」に改め、第

４章第４節中同条を第７９条とする。 

第７７条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第３号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第４号中「第３８条第



２項」を「第３９条第２項」に改め、同項第６項中「第７５条第２項」を「第

７６条第２項」に改め、同条を第７８条とする。 

第７６条第４項中「第６３条第４項」を「第６４条第４項」に改め、同条を

第７７条とし、第７５条を第７６条とし、第６４条から第７４条までを１条ず

つ繰り下げる。 

第６３条第５項中「第６１条第１項第３号」を「第６２条第１項第３号」に

改め、第４章第３節中同条を第６４条とする。 

第４章第２節中第６２条を第６３条とし、第６１条を第６２条とする。 

第４章第１節中第６０条を第６１条とする。 

第４章を第５章とする。 

第５９条中「第９条から第２２条まで、第２７条、第２８条、第３３条から

第３８条まで、第４０条及び第４１条」を「第１０条から第２３条まで、第２

８条、第２９条、第３４条から第３９条まで、第４１条及び第４２条」に、

「第９条第１項、第１９条、第３３条第１項及び第３４条」を「第１０条第１

項、第２０条、第３４条第１項及び第３５条」に、「第１４条」を「第１５条」

に、「第２７条中」を「第２８条中」に改め、第３章第４節中同条を第６０条

とする。 

第５８条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第３号中「第２８条」を「第２９条」に改め、同項第４号中「第３８条第

２項」を「第３９条第２項」に改め、同項第５号中「第４０条第２項」を「第

４１条第２項」に改め、同条を第５９条とし、第５７条を第５８条とする。 

第５６条第３項中「第３２条第２項ただし書」を「第３３条第２項ただし書」

に改め、同条を第５７条とし、第５５条を第５６条とし、第５０条から第５４

条までを１条ずつ繰り下げる。 

第４９条第４項中「第８条」を「第９条」に改め、第３章第３節中同条を第

５０条とする。 

第３章第２節中第４８条を第４９条とする。 

第４７条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した

経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に

改め、同条を第４８条とする。 



第３章第１節中第４６条を第４７条とし、第４５条を第４６条とする。 

第３章を第４章とする。 

第４４条第２項第１号中「第２６条第３項」を「第２７条第３項」に改め、

同項第３号中「第３９条第１項」を「第４０条第１項」に改め、第２章第５節

中同条を第４５条とする。 

第４３条第１項中「第６条第１項第４号」を「第７条第１項第４号」に改め、

同条第２項中「第２５条、第２６条第４項」を「第２６条、第２７条第４項」

に改め、同条を第４４条とする。 

第４２条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め、

同項第３号中「第２５条第２項」を「第２６条第２項」に改め、同項第４号中

「第２６条第１０項」を「第２７条第１０項」に改め、同項第５号中「第２８

条」を「第２９条」に改め、同項第６号中「第３８条第２項」を「第３９条第

２項」に改め、同項第７号中「第４０条第２項」を「第４１条第２項」に改め、

第２章第４節中同条を第４３条とし、第４１条を第４２条とし、第４０条を第

４１条とする。 

第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の

次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければなら

ない」を「行わなければならない」に改め、同条を第４０条とし、第３８条を

第３９条とし、第３３条から第３７条までを１条ずつ繰り下げる。 

第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削り、同

条を第３３条とし、第３１条を第３２条とし、第２５条から第３０条までを１

条ずつ繰り下げる。 

第２４条第１号、第３号及び第４号中「第２６条第１項」を「第２７条第１

項」に改め、同条を第２５条とし、第２３条を第２４条とし、第１５条から第

２２条までを１条ずつ繰り下げる。 

第１４条中「（群馬県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例（平成２５年群馬県条例第６９号。以下「県指定居宅介護支援

等基準条例」という。）第１６条第９号」を「（伊勢崎市指定居宅介護支援等の

事業に係る基準等を定める条例（平成３０年伊勢崎市条例第１３号。以下「指

定居宅介護支援等基準条例」という。）第１６条第９号」に、「第６４条、第８



６条及び第８７条」を「第６５条、第８９条及び第９０条」に改め、同条を第

１５条とし、第１３条を第１４条とし、第１０条から第１２条までを１条ずつ

繰り下げる。 

第９条第１項中「第３１条」を「第３２条」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条４項中「第４７条第１項」を「第４８条第１項」に、「第４５条」を

「第４６条」に、「第４９条」を「第５０条」に改め、第２章第３節中同条を

第９条とする。 

第２章第２節中第７条を第８条とする。 

第６条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経

験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改

め、同条第４項中「第４７条第１項」を「第４８条第１項」に改め、同条第５

項中「次の各号」を「次」に改め、「、午後６時から午前８時までの間におい

て」を削り、同項第１号中「第１７８条第１２項」を「第１８２条第１２項」

に改め、同項第４号中「第１１１条第１項」を「第１１４条第１項」に改め、

同項第５号中「第１３８条第１項」を「第１４１条第１項」に、「第１０１条

第１項、第１０２条、第１１１条第６項、第１１２条第３項及び第１１３条」

を「第１０４条第１項、第１０５条、第１１４条第６項、第１１５条第３項及

び第１１６条」に改め、同項第６号中「第１５７条第１項」を「第１６０条第

１項」に、「第１０１条第１項、第１０２条第１項及び第１１１条第６項」を

「第１０４条第１項、第１０５条第１項及び第１１４条第６項」に改め、同項

第７号中「第１７７条第１項」を「第１８１条第１項」に、「第１０１条第１

項、第１０２条第１項及び第１１１条第６項」を「第１０４条第１項、第１０

５条第１項及び第１１４条第６項」に改め、同項第８号中「第２１８条第１項」

を「第２２３条第１項」に、「第６章から第９章まで」を「第７章から第１０

章まで」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑿ 介護医療院 

第６条第７項及び第８項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、

同条第９項中「第２５条第１項及び第２６条」を「第２６条第１項及び第２７

条」に改め、同条第１１項中「第２６条第１項」を「第２７条第１項」に改め、

同条第１２項中「第２１８条第１０項」を「第２２３条第１４項」に改め、同



条を第７条とする。 

第２章第１節中第５条を第６条とし、第４条を第５条とする。 

第２章を第３章とし、第１章の次に次の１章を加える。 

第２章 指定に係る申請者の資格 

第４条 法第７８条の２第４項第１号に規定する条例で定める者は、法人とす

る。 

附則第２条中「第１４１条第１項」を「第１４４条第１項」に改める。 

附則第３条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に、

「第１７９条第１項第７号ア」を「第１８３条第１項第７号ア」に改める。 

附則第４条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に、

「第１７９条第１項第７号ア」を「第１８３条第１項第７号ア」に改める。 

附則第５条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に、

「第１７９条第１項第８号及び第２０７条第１項第４号」を「第１８３条第１

項第８号及び第２１２条第１項第４号」に改める。 

 附則に次の２条を加える。 

第７条 第１６１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を

有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所

の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽

費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。次条において同じ。）を行って指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着

型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設

される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。）

の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機

関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、置かないことができること。 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

う。）第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事業に係る

人員及び運営に関する基準、法第７９条第２項第１号に規定する者並びに法

第８１条第１項及び第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の人員及び運

営に関する基準を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

   第２章 指定に係る申請者の資格 

第３条 法第７９条第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人とする。  

   第３章 基本方針 

第４条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、そ 

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日 

常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境 

等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行 

われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用 

者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に 

不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を 

含む。以下同じ。）、地域包括支援センター、老人福祉法（昭和３８年法律第 

１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居 

宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常 

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３ 

号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との 



連携に努めなければならない。 

   第４章 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅 

介護支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供 

に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごと 

に１とする。 

 （管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管 

理者を置かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でなけれ

ばならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならな

い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 ⑴ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合 

 ⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理

する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

   第５章 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、 

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２１条に規定する運営規程 

の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 

を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の 

同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら 

かじめ、居宅サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に 

基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を 



紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら 

かじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び 

連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった 

場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところ 

により、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重 

要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」とい 

う。）により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護 

支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のア又はイに掲げるもの 

  ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ 

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信   

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方   

法 

  イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ   

ルに記録された第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用   

申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用   

に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法   

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする   

場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備   

えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一  

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイ

ルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力 

することによる文書を作成することができるものでなければならない。 



６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使 

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と 

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事 

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に 

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電 

磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するも 

 の 

 ⑵ ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者 

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな

い旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に

規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この

限りでない。 

 （提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供 

を拒んではならない。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の 

実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供 

する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指 

定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅 

介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた 

場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認 

定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 （要介護認定の申請に係る援助） 



第１１条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請につ

いて、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介 

護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利 

用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよ 

う、必要な援助を行わなければならない。 

 （身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支 

援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家 

族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項 

の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支 

払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受 

ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を 

いう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差 

額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通 

常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場 

合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提 

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの 

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前 

条第１項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定 



居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければ

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評 

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に 

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計  

画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

 ⑵ 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に  

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

 ⑶ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自 

立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状

況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われる

ようにしなければならない。 

 ⑷ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日   

常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医   

療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によ  

るサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努め   

なければならない。 

 ⑸ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用  

者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サー

ビス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者

又はその家族に対して提供するものとする。 

 ⑹ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法  

により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定



居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

 ⑺ 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセ  

スメント」という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及び  

その家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支

援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、

理解を得なければならない。 

 ⑻ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの  

結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サー

ビス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握され

た解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについ

て検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方

針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達

成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上

での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければな

らない。 

 ⑼ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービ  

ス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居

宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有すると

ともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者に専門的

な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫

瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以

下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認

める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対

する照会等により意見を求めることができるものとする。 

 ⑽ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー  

ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該



居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説

明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

 ⑾ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー  

ビス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 

 ⑿ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事  

業者等に対して、訪問介護計画（群馬県指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年群馬県条例第

８８号。以下「県指定居宅サービス等基準条例」という。）第２５条第１

項に規定する訪問介護計画をいう。）等県指定居宅サービス等基準条例に

規定する計画の提出を求めるものとする。 

 ⒀ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実  

施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下

「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う

ものとする。 

 ⒁ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の  

提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔

機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認め

るものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師

に提供するものとする。 

 ⒂ 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、  

指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事

情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する 

こと。 

  イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

⒃ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の  

開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者に専門的  

な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある  

場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができる  



ものとする。 

  ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護

更新認定を受けた場合 

  イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護

状態区分の変更の認定を受けた場合 

⒄ 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計

画の変更について準用する。 

⒅ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的

かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常

生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設へ

の入院若しくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うものとする。 

⒆ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所をしようとする要 

介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できる  

よう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

 ⒇ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上  

の訪問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同

じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居

宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅

サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

（２１） 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の

同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

（２２） 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した

際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

（２３） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに

係る主治の医師等の指示があるときに限りこれを行うものとし、医療サー

ビス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されて



いるときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

（２４） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日

常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案し

て特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養

介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の日数のおおむね２分の１を

超えないようにしなければならない。 

（２５） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用

具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当

者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をし

た上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要があるときにはその理由を当

該居宅サービス計画に記載しなければならない。 

（２６） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特

定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

（２７） 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項

に規定する認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る

居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場

合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス又

は地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを

含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画

を作成しなければならない。 

（２８） 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受け

た場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提

供する等の連携を図るものとする。 

（２９） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、

指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当

たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指

定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 



（３０） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第１項に規定する会議

から、同条第２項に規定する検討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、同条第４項の規定に基

づき、これに協力するよう努めなければならない。 

 （法定代理受領サービス等に係る報告） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の 

規定により同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保 

険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５ 

項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している 

場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画 

において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービ

ス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当 

該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係

る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載し

た文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準 

該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な 

情報を記載した文書を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託 

している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しな 

ければならない。 

 （利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の指定居宅介護支援事業者 

の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受け

た場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近 

の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならな

い。 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者 

が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を 

市町村に通知しなければならない。 



⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わな

いこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと  

き。 

 （管理者の責務） 

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所 

の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込み 

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護 

支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令 

を行うものとする。 

 （運営規程） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に 

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」とい 

う。）を定めるものとする。 

 ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ 職員の職種、員数及び職務内容 

 ⑶ 営業日及び営業時間 

 ⑷ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

 ⑸ 通常の事業の実施地域 

 ⑹ その他運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援 

を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の 

従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居 

宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させな 

ければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限り 

でない。 



３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その 

研修の機会を確保しなければならない。 

 （設備及び備品等） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、事業 

を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供 

に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 （従業者の健康管理） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康 

状態について、必要な管理を行わなければならない。 

 （掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場 

所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者の 

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持） 

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当 

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては 

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、 

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす 

ことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個 

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場 

合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 （広告） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告 

をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 （居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、 

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介 

護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付 



けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又 

は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービス 

を利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は 

変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを 

利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の 

財産上の利益を収受してはならない。 

 （苦情処理） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自 

らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において 

「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情 

に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の 

内容等を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第 

２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求

め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの 

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助 

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の 

改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居

宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連

合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦 

情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査 

に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険 

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は 



助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった 

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな 

らない。 

 （事故発生時の対応） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提 

供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を 

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処 

置について記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

 （会計の区分） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を 

区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計と 

を区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第３２条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する 

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関 

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に  

関する記録 

 ⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

  ア 居宅サービス計画 

  イ 第１６条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第１６条第９号（同条第１７号において準用する場合を含む。）に    

規定するサービス担当者会議等の記録 
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伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成３０年３月２２日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１４号 

   伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例（平成２４年伊勢崎市条例第６２号）の一部を次

のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める

条例 

目次を次のように改める。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 指定に係る申請者の資格（第４条） 

第３章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護（第６条―第８条） 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護（第９条―第１１条） 

第３節 運営に関する基準（第１２条―第４１条） 



第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４２ 

条・第４３条） 

第４章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第４４条） 

第２節 人員に関する基準（第４５条―第４７条） 

第３節 設備に関する基準（第４８条・第４９条） 

第４節 運営に関する基準（第５０条―第６５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６６条 

―第６９条） 

第５章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第７０条） 

第２節 人員に関する基準（第７１条―第７３条） 

第３節 設備に関する基準（第７４条） 

第４節 運営に関する基準（第７５条―第８６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８７条

―第９０条） 

附則 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の１２第２項第１号に規定する者、法第１１５条の１４第

１項に規定する基準及び員数並びに同条第２項に規定する指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並

びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に

ついて定めるものとする。 

 第８９条を第９０条とし、第８８条を第８９条とする。 

第８７条中「第６９条」を「第７０条」に改め、同条を第８８条とし、第８

６条を第８７条とする。 

第８５条中「第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第２３条、第２４

条、第２６条、第３１条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第４項を除



く。）、第３８条、第３９条（第５項を除く。）、第５６条、第５９条及び第６１

条」を「第１２条、第１３条、第１５条、第１６条、第２４条、第２５条、第

２７条、第３２条から第３５条まで、第３７条、第３８条（第４項を除く。）、

第３９条、第４０条（第５項を除く。）、第５７条、第６０条及び第６２条」に、

「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に、「第２７条」を「第２８条」に、

「第７９条」を「第８０条」に、「第２６条第２項」を「第２７条第２項」に、

「第４章第４節」を「第５章第４節」に、「第３２条中」を「第３３条中」に、

「第３９条第１項」を「第４０条第１項」に、「第５６条中」を「第５７条中」

に、「第５９条中」を「第６０条中」に改め、第４章第４節中同条を第８６条

とする。 

第８４条第２項第２号中「第７５条第２項」を「第７６条第２項」に改め、

同項第３号中「第７７条第２項」を「第７８条第２項」に改め、同項第４号中

「第２４条」を「第２５条」に改め、同項第５号中「第３６条第２項」を「第

３７条第２項」に改め、同項第６号中「第３７条第２項」を「第３８条第２項」

に改め、同項第７号中「第３９条第２項」を「第４０条第２項」に改め、同条

を第８５条とし、第８３条を第８４条とする。 

第８２条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改め、同条を第８３条とする。 

第８１条を第８２条とし、第７８条から第８０条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第７７条に次の１項を加え、同条を第７８条とする。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第７６条を第７７条とし、第７５条を第７６条とし、第７４条を第７５条と

する。 



第７３条第２項中「第８１条」を「第８２条」に改め、同条第７項中「第１

４１条第１項」を「第１４４条第１項」に改め、第４章第３節中同条を第７４

条とする。 

第７２条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に改

め、第４章第２節中同条を第７３条とする。 

第７１条第２項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改め、同条を第７２条とする。 

第７０条第１項中「第１３８条第１項」を「第１４１条第１項」に、「第１

３７条」を「第１４０条」に、「第７３条」を「第７４条」に改め、同条第４

項中「第１１１条」を「第１１４条」に改め、同条第１０項中「第１３８条第

１項」を「第１４１条第１項」に改め、同条を第７１条とする。 

第４章第１節中第６９条を第７０条とする。 

第４章を第５章とする。 

第３章第５節中第６８条を第６９条とし、第６７条を第６８条とする。 

第６６条中「第４３条」を「第４４条」に改め、同条第２号中「第３１条各

号」を「第３２条各号」に、「第３２条各号」を「第３３条各号」に改め、同

条を第６７条とし、第６５条を第６６条とする。 

第６４条中「第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３条、第２４条、

第２６条、第２８条、第３１条から第３６条まで、第３７条（第４項を除く。）

から第３９条まで」を「第１２条から第１６条まで、第２２条、第２４条、第

２５条、第２７条、第２９条、第３２条から第３７条まで、第３８条（第４項

を除く。）から第４０条まで」に、「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に、

「第２７条」を「第２８条」に、「第５７条」を「第５８条」に、「第２６条第

２項」を「第２７条第２項」に、「第３章第４節」を「第４章第４節」に、「第

２８条第３項及び第３２条」を「第２９条第３項及び第３３条」に、「第３９

条第１項」を「第４０条第１項」に改め、第３章第４節中同条を第６５条とす

る。 

第６３条第２項第３号中「第２１条第２項」を「第２２条第２項」に改め、

同項第４号中「第５３条第２項」を「第５４条第２項」に改め、同項第５号中

「第２４条」を「第２５条」に改め、同項第６号中「第３６条第２項」を「第



３７条第２項」に改め、同項第７号中「第３７条第２項」を「第３８条第２項」

に改め、同項第８号中「第３９条第２項」を「第４０条第２項」に改め、同条

を第６４条とする。 

第６２条中「第４４条第６項」を「第４５条第６項」に改め、同条を第６３

条とし、第６１条を第６２条とする。 

第６０条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改め、同条を第６１条とする。 

第５９条を第６０条とし、第５０条から第５８条までを１条ずつ繰り下げる。 

第４９条中「第４４条第１２項」を「第４５条第１２項」に、「第６６条」

を「第６７条」に改め、同条を第５０条とする。 

第４８条第５項中「第１１５条第１項」を「第１１８条第１項」に改め、第

３章第３節中同条を第４９条とする。 

第４７条第１項中「第１１１条第１項」を「第１１４条第１項」に改め、同

条を第４８条とする。 

第４６条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に改

め、第３章第２節中同条を第４７条とする。 

第４５条第１項中「条例第６条第１項」を「条例第７条第１項」に、「第４

７条第１項」を「第４８条第１項」に改め、同条第２項中「第２１９条第１項」

を「第２２４条第１項」に改め、同条第３項中「介護老人保健施設」を「介護

老人保健施設、介護医療院」に、「第２２０条」を「第２２５条」に、「第７１

条第２項及び第７２条」を「第７２条第２項及び第７３条」に改め、同条を第

４６条とする。 

第４４条第１項中「第１１１条第１項」を「第１１４条第１項」に、「第１

１０条」を「第１１３条」に改め、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医

療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介

護医療院」を加え、同条第７項及び第８項中「第２１８条第１項」を「第２２

３条第１項」に改め、同条第１２項中「第６６条第３号」を「第６７条第３号」

に改め、同条第１３項中「第１１１条第１項」を「第１１４条第１項」に改め、

同条を第４５条とする。 

第３章第１節中第４３条を第４４条とする。 



第３章を第４章とする。 

第４２条中「第４条」を「第５条」に改め、第２章第４節中同条を第４３条

とする。 

第４１条を第４２条とする。 

第４０条第２項第２号中「第２１条第２項」を「第２２条第２項」に改め、

同項第３号中「第２４条」を「第２５条」に改め、同項第４号中「第３６条第

２項」を「第３７条第２項」に改め、同項第５号中「第３７条第２項」を「第

３８条第２項」に改め、第２章第３節中同条を第４１条とする。 

第３９条を第４０条とし、第３８条を第３９条とする。 

第３７条第４項中「第７条第４項」を「第８条第４項」に改め、同条を第３

８条とする。 

第３６条を第３７条とし、第２８条から第３５条までを１条ずつ繰り下げる。 

第２７条第４号中「第５条第４項又は第９条第１項」を「第６条第４項又は

第１０条第１項」に、「第２９条」を「第３０条」に改め、同条を第２８条と

する。 

第２６条第１項中「第６条又は第１０条」を「第７条又は第１１条」に、

「第４２条」を「第４３条」に改め、同条を第２７条とする。 

第２５条を第２６条とし、第１７条から第２４条までを１条ずつ繰り下げる。 

第１６条中「伊勢崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例」を「伊勢崎市指定介護予防支援等の事業に係る基準等を定める条例」

に、「第３１条第９号」を「第３２条第９号」に改め、同条を第１７条とする。 

第１５条を第１６条とし、第１２条から第１４条までを１条ずつ繰り下げる。 

第１１条中「第２７条」を「第２８条」に、「第５条第１項又は第８条第１

項」を「第６条第１項又は第９条第１項」に改め、同条を第１２条とする。 

第１０条第２項中「第６条第２項」を「第７条第２項」に改め、第２章第２

節第２款中同条を第１１条とする。 

第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」を「指定地域密着型介

護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着

型サービス基準条例第２１０条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人



福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」に、「する。」を「し、

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる

数とする。」に改め、同条第２項中「第４４条第６項」を「第４５条第６項」

に、「第４４条第７項」を「第４５条第７項」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条第１項中「第１３８条第１項」を「第１４１条第１項」に、「第７０

条第１項」を「第７１条第１項」に、「第１５７条第１項」を「第１６０条第

１項」に、「第４４条第６項」を「第４５条第６項」に、「第１７７条第１項」

を「第１８１条第１項」に、「第１０１条第１項」を「第１０４条第１項」に、

「第７０条又は」を「第７１条又は」に、「第１３８条、第１５８条若しくは

第１７８条」を「第１４１条、第１６１条若しくは第１８２条」に改め、同条

第２項中「第１０１条第１項」を「第１０４条第１項」に改め、同条を第９条

とする。 

第７条第５項中「第１００条第１項」を「第１０３条第１項」に改め、第２

章第２節第１款中同条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

第５条第１項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改め、同条第４項中「伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例」を「伊勢崎市指定地域密着型サービスの

事業に係る基準等を定める条例」に、「第９８条第１項」を「第１０１条第１

項」に、「第７条第２項第１号ア」を「第８条第２項第１号ア」に改め、同条

第７項中「第９８条第１項」を「第１０１条第１項」に改め、同条を第６条と

する。 

第２章第１節中第４条を第５条とする。 

第２章を第３章とし、第１章の次に次の１章を加える。 

第２章 指定に係る申請者の資格 

第４条 法第１１５条の１２第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人

とする。 

 附則第２条中「第７４条第１項」を「第７５条第１項」に改める。 

附 則 
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出することを目的として行う事業をいう。 

⑸ 事業者 主体的に土砂等の埋立て等を行う者をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、本市の区域内における土砂等の埋立て等の状況を把握し、土砂

等の埋立て等の適正化に関する施策を講ずるとともに、群馬県が講ずる土砂

等の埋立て等に関する施策に協力するものとする。 

（土砂等の埋立て等を行う者の責務） 

第４条 土砂等の埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある

土砂等の埋立て等を行ってはならず、及び災害の発生の防止のために必要な

措置を講じなければならない。 

（土砂等を排出等する者の責務） 

第５条 土砂等を排出又は採取（以下「排出等」という。）する者は、土壌の

汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、

適正な土砂等の埋立て等が行われるよう事業者に協力しなければならない。 

（土地の所有者の責務） 

第６条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等が行われることにより土壌の汚染

が生じ、及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれの

ある場合には、事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなけ

ればならない。 

２ 土地の所有者は、当該土地で行われる土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に努めなければならない。 

（土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止） 

第７条 事業者その他の土砂等の埋立て等を行う者（以下「事業者等」とい

う。）は、規則で定める土砂等の汚染に関する基準（以下「土壌基準」とい

う。）に適合しない土砂等を、埋立て等に使用してはならない。 

２ 市長は、土壌基準に適合しない土砂等が埋立て等に使用されていると認め

るとき又は使用されているおそれがあると認めるときは、事業者等に対し、

直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は現状を保全し、及び回復するた

めに必要な措置を命ずるものとする。 

（崩落等の防止措置等） 



第８条 事業者等は、土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な

措置を講じなければならない。 

２ 市長は、土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれ

があると認めるときは、事業者等に対し、これらを防止するために必要な措

置を命ずるものとする。 

（小規模特定事業の許可） 

第９条 小規模特定事業を行おうとする事業者は、小規模特定事業を施工する

区域（以下「小規模特定事業区域」という。）ごとに、市長の許可を受けな

ければならない。ただし、次に掲げる土砂等の埋立て等については、この限

りでない。 

⑴ 土砂等の埋立て等を行う区域において、当該区域から排出され、又は採

取された土砂等のみによる埋立て等 

⑵ 国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国等」という。）が行

う土砂等の埋立て等（委託又は請負（以下「委託等」という。）により行

う土砂等の埋立て等を含む。） 

⑶ 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定による許可その他

の処分による土砂等の埋立て等であって規則で定めるもの 

⑷ この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義

務の履行に伴う土砂等の埋立て等 

⑸ 一時仮置き事業であって、搬入した土砂等の埋立て等が崩落、飛散又は

流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める技術上の基

準に適合し、市長に届け出たもの 

⑹ その他無秩序な土砂等の埋立て等のおそれがないものとして規則で定め

る土砂等の埋立て等 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務所又は事業所（以下

「事務所等」という。）の所在地及びその代表者の氏名） 

⑵ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 

⑶ 土砂等の埋立て等の目的 



⑷ 小規模特定事業区域の位置及び面積 

⑸ 小規模特定事業を行う期間 

⑹ 小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量 

⑺ 小規模特定事業の施工に関する計画（以下「施工計画」という。） 

⑻ 小規模特定事業区域の周辺の地域の土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する計画 

⑼ 施工管理者（小規模特定事業区域の周辺の地域の土壌の汚染及び災害の

発生の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者をいう。以下同

じ。）の氏名及び住所並びに通常所在する事務所等の所在地及び電話番号 

３ 前項の申請書には、小規模特定事業区域の位置を示す図面その他の規則で

定める書類を添付しなければならない。 

４ 第１項の許可を受けようとする者は、第２項第５号の小規模特定事業を行

う期間（以下「小規模特定事業の期間」という。）について、３年を超えて

申請することができない。 

５ 第２７条又は第２９条各項の規定により命令を受けた者であって、必要な

改善又は措置を完了していないものは、新たに行おうとする小規模特定事業

について、第１項の許可の申請をすることができない。 

（許可の基準） 

第１０条 市長は、前条第１項の許可の申請が次の各号のいずれにも該当して

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 

⑴ 土砂等の法面の勾配が、施工計画において、規則で定める技術上の基準

に適合していること。 

⑵ 土砂等の排水施設、擁壁その他の施設が、施工計画において、規則で定

める技術上の基準に適合していること。 

⑶ 小規模特定事業区域の地形及び地質並びに周囲の状況に応じ配慮すべき

事項及び講ずべき措置が、施工計画において規則で定める技術上の基準に

適合していること。 

⑷ 小規模特定事業を行うことについて、当該小規模特定事業に係る土地の

所有者の承認を得ていること。 

２ 市長は、前条第１項の許可の申請をした者、土砂等の埋立て等に係る工事



を委託等された者又は土地の所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、

同項の許可をしてはならない。 

⑴ 小規模特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認

めるに足りる相当の理由がある者 

⑵ 前条第１項の規定による許可（次条第１項の規定による変更の許可を受

けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。以下「許可等」という。）

を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者 

⑶ この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

⑷ 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成２５年群馬県条

例第４７号。以下「県条例」という。）又は県条例に基づく処分に違反し

て刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者 

⑸ 伊勢崎市暴力団排除条例（平成２４年伊勢崎市条例第３２号）第２条第

４号に規定する暴力団員等 

⑹ 法人であって、その役員又は使用人のうちに前各号のいずれかに該当す

る者があるもの 

⑺ 個人であって、その使用人のうちに第１号から第５号までのいずれかに

該当する者があるもの 

⑻ 第５号の暴力団員等が事業活動を支配する者 

⑼ 前各号（第６号を除く。）のいずれかに該当する者を、施工管理者とし

て置こうとするもの 

３ 市長は、前条第１項の許可をするときは、当該許可に係る小規模特定事業

区域の周辺の地域の土壌の汚染及び災害の発生の防止のために必要な条件を

付し、及び許可後においてもこれを変更することができる。 

（変更の許可） 

第１１条 第９条第１項の規定による許可を受けた者は、同条第２項第３号か

ら第８号までに掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けな

ければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りで

ない。 



２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。 

⑴ 変更する事項の内容 

 ⑵ 変更する理由 

３ 小規模特定事業の期間の変更（当該小規模特定事業の期間を延長させるも

のに限る。次項において同じ。）を申請しようとする場合は、第９条第１項

の許可を受けた小規模特定事業の期間の満了する日から起算して１年を超え

て小規模特定事業の期間の変更をすることはできない。 

４ 第９条第１項の規定による許可を受けた者は、同条第２項第１号、第２号

若しくは第９号に掲げる事項の変更又は第１項ただし書に規定する軽微な変

更があったときは、市長に届け出なければならない。 

５ 第９条第３項及び第５項並びに前条第１項及び第３項の規定は、第１項の

許可について準用する。この場合において、第９条第３項中「前項」とある

のは「第１１条第２項」と、同条第５項中「新たに行おうとする小規模特定

事業について、第１項の許可」とあるのは「第１１条第１項の許可」と、前

条第１項及び第３項中「前条第１項の許可」とあるのは「第１１条第１項の

許可」と、同条第１項第４号中「小規模特定事業を」とあるのは「小規模特

定事業の変更を」と読み替えるものとする。 

（土砂等の搬入の事前届出等） 

第１２条 許可等を受けた事業者（以下「許可事業者」という。）は、当該許

可等を受けた小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂

等の排出等の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、事前

に市長に届け出なければならない。ただし、土壌の汚染及び災害の発生の防

止のため緊急の必要があると市長が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

⑴ 小規模特定事業区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出等す

る場所から排出等された土砂等であること及びその性状が規則に定める基

準に該当することを証する書面 

⑵ 小規模特定事業区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合してい



ることを証する書面。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当すると

きは、当該書面の添付を省略することができる。 

ア 土砂等が国等が行う事業により排出等された土砂等である場合で、 

土砂等の検査の必要がないと市長が認めたとき。 

イ 土砂等が規則で定める法令等の規定に基づき排出等されたものであ 

ることを書面により証明できるとき。 

ウ この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分によ 

る義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。 

３ 市長は、許可事業者が搬入しようとする土砂等が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該許可事業者に対し、第１項の規定による届出に係る土砂

等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬

入の禁止を命ずることができる。 

⑴ 土壌基準に適合しないと認めるとき。 

⑵ 性状が規則で定める基準に適合しないと認めるとき。 

（小規模特定事業の完了等の手続） 

第１３条 許可事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市

長に届け出なければならない。 

⑴ 許可等を受けた小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したとき。 

⑵ 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき。 

２ 市長は、前項第１号の規定による届出（完了し、又は廃止したものに限る。

以下この条において同じ。）があったとき又は小規模特定事業の期間が満了

したときは、小規模特定事業が施工計画及び第９条第２項第８号の小規模特

定事業区域の周辺の地域の土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する計画

（第１１条第１項の規定による変更の許可があったときは、その変更後の計

画）に適合しているかについて、遅滞なく確認を行うものとする。 

３ 市長は、前項の規定による確認の結果、同項に規定する計画のどちらにも

適合すると認めるときはその旨の通知を、同項に規定する計画のどちらか又

はどちらにも適合しないと認めるときは施工計画に適合又は土壌の汚染及び

災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべき旨の通知（以下「計画に

適合するための必要な措置の通知」という。）を、第１項第１号の規定によ



る届出をした者又は期間が満了した小規模特定事業を行っていた者に行うも

のとする。 

４ 前項の規定により計画に適合するための必要な措置の通知を受けた者は、

第１項第１号の規定による届出に係る小規模特定事業又は期間が満了した小

規模特定事業に係る土砂等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、

必要な措置を講じなければならない。 

（地位の承継等） 

第１４条 許可事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人

（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相

続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により

設立した法人又は分割により当該許可等に係る小規模特定事業の全部を承継

した法人は、当該許可事業者のこの条例の規定による地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、その旨を市長に届け

出なければならない。 

（許可等の譲渡の禁止） 

第１５条 許可等は、当該許可等を受けた許可事業者についてのみ効力を有し、

これを第三者に譲渡してはならない。 

（名義貸しの禁止） 

第１６条 許可事業者は、自己の名義をもって第三者に小規模特定事業を行わ

せてはならない。 

（施工管理者の設置） 

第１７条 許可事業者は、許可等に係る小規模特定事業区域に施工管理者を置

かなければならない。 

（小規模特定事業に係る標識の掲示） 

第１８条 許可事業者は、許可等に係る小規模特定事業区域において、公衆の

見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を

掲示しなければならない。 

２ 許可事業者は、第１１条第１項の変更の許可を受けたとき又は同条第４項

の規定による届出をしたときは、速やかに、前項の標識の記載事項を当該変

更の許可又は届出の内容に変更しなければならない。 



（帳簿の記載等） 

第１９条 許可事業者は、許可等に係る小規模特定事業区域に搬入された土砂

等の数量その他の規則で定める事項を、帳簿に記載しておかなければならな

い。 

２ 許可事業者は、定期的に、前項の事項を市長に報告しなければならない。 

 （土壌検査） 

第２０条 許可事業者は、次の各号に掲げる日から起算して６月を経過する日

又は小規模特定事業区域に搬入した土砂等の数量が５，０００立方メートル

を超える日のいずれか早い日（以下「検査基準日」という。）をもって、小

規模特定事業区域内の土砂等が土壌基準に適合していることの検査（小規模

特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。

以下「土壌検査」という。）を行わなければならない。 

⑴ 土砂等の搬入を開始した日 

⑵ 前回の検査基準日 

２ 許可事業者は、小規模特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、

若しくは小規模特定事業の期間が満了したとき、又は小規模特定事業の許可

等を取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、

土壌検査を行わなければならない。 

３ 土壌検査のための試料は、市長の指定する職員の立会いの上、これを採取

しなければならない。 

４ 土壌検査は、規則に定める方法により行うものとする。 

（土壌検査の報告） 

第２１条 前条第１項の土壌検査を行った者は、規則で定める日までに、当該

土壌検査の結果を市長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、許可事業者は、許可等に係る小規模特定事業区

域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨

を報告しなければならない。 

（水質検査） 

第２２条 第２０条第１項に規定する排出される水の検査（以下「水質検査」

という。）については、第２０条及び前条第１項の規定を準用する。この場



合において、第２０条第１項中「内の土砂等が土壌基準に適合していること

の検査（小規模特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される

水の検査を除く。以下「土壌検査」という。）」とあるのは「から排出される

水がある場合の当該排水される水の検査（以下この条及び次条において「水

質検査」という。）」と、同条第２項から第４項までの規定中「土壌検査」と

あるのは「水質検査」と、前条第１項中「土壌検査」とあるのは「水質検査」

と読み替えるものとする。 

（書類の備置き等） 

第２３条 許可事業者は、許可等を受けた日から当該許可等を受けた小規模特

定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは小規模特定事業の期間の満了す

る日又は許可等を取り消された日まで、第１９条第１項の帳簿その他の規則

で定める書類及び図面を当該許可等に係る小規模特定事業区域又は許可事業

者の最寄りの事務所等に備え置き、当該小規模特定事業に関し土壌の汚染又

は災害の発生の防止に係る利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなけ

ればならない。 

２ 許可事業者は、許可等を受けた小規模特定事業を完了し、若しくは廃止し、

若しくは小規模特定事業の期間の満了した日又は許可等を取り消された日か

ら５年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。 

（車両の表示） 

第２４条 許可事業者は、車両を使用し、又は委託等により小規模特定事業区

域に土砂等を搬入するとき（土砂等を排出等する者が車両を使用し、又は委

託等により搬入するときを含む。）は、当該小規模特定事業に係る土砂等の

搬入に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい

箇所に表示し、又は表示させるよう努めなければならない。 

（一時仮置き事業に係る標識の掲示） 

第２５条 第９条第１項第５号の規定により一時仮置き事業を届け出た者は、

当該届出に係る一時仮置き事業を行う区域において、公衆の見やすい場所に、

氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければな

らない。 

（改善勧告） 



第２６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定す

る者に対し、期間を定めて、必要な改善をするよう勧告することができる。 

⑴ 事業者等が、第７条第２項に規定する命令に従わなかったとき。 

⑵ 事業者等が、第８条第２項に規定する命令に従わなかったとき。 

⑶ 第９条第１項の許可を受けていない者が、小規模特定事業を行っている

と認めるとき。 

⑷ 第９条第１項第５号の規定により一時仮置き事業を届け出た者が、土砂

等の搬入開始の日から１年を超えて当該事業を行っていると認めるとき。 

⑸ 許可事業者が、第９条第２項の規定により提出した施工計画に適合して

いない小規模特定事業を施工していると認めるとき。 

⑹ 許可事業者が、第１０条第１項第１号から第３号まで（第１１条第５項

において準用する場合を含む。）に規定する技術上の基準に適合していな

い小規模特定事業を施工していると認めるとき。 

⑺ 許可事業者が、第１０条第３項（第１１条第５項において準用する場合

を含む。）の規定により許可等に付した条件を遵守しなかったと認めると

き。 

⑻ 許可事業者が、第１２条第１項又は第１４条第２項の規定に違反し、 

届出をしていないと認めるとき。 

⑼ 許可事業者が、小規模特定事業区域に第１７条の施工管理者を置いてい

ないと認めるとき。 

⑽ 許可事業者が、第１８条第１項の標識を掲示せず、氏名等の記載事項の

全部若しくは一部を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第２項

の変更をしていないと認めるとき。 

⑾ 許可事業者が、第１９条第１項の規定に違反して帳簿に記載せず、又は

同条第２項の規定に違反して報告をしていないと認めるとき。 

⑿ 許可事業者が、第２０条第１項又は第２項の規定に違反して土壌検査を

実施せず、若しくは第２１条第１項の規定に違反してその結果を報告せず、

又は同条第２項の規定に違反して報告をしなかったと認めるとき。 

⒀ 許可事業者が、第２２条において準用する第２０条第１項又は第２項の

規定に違反して水質検査を実施せず、若しくは第２２条において準用する



第２１条第１項の規定に違反してその結果を報告しなかったと認めるとき。 

⒁ 許可事業者が、第２３条第１項の規定による書類の備置きをせず、又は

閲覧をさせなかったと認めるとき。 

⒂ 一時仮置き事業を届け出た者が、前条の標識を掲示せず、若しくは氏名

等の記載事項の全部若しくは一部を掲示せず、又は虚偽の記載をしたとき。 

⒃ 第３０条に規定する許可事業者等が、第３１条第１項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。 

⒄ 第３０条に規定する許可事業者等が、第３１条第２項の規定による立入

若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。 

（改善命令等） 

第２７条 市長は、前条の勧告を受けたにもかかわらず必要な改善を行わない

者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずる。

（許可の取消し等） 

第２８条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

許可等を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により第９条第１項の許可を受けたとき。 

⑵ 第１０条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

⑶ 第１１条第１項の規定により変更の許可を受けなければならない事項に

ついて、同項の許可を受けないとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により第１１条第１項に規定する変更の許可を受

けたとき。 

⑸ 第１２条第３項の規定による命令に違反したとき。 

⑹ 第１５条又は第１６条の規定に違反し、譲渡し、又は行わせたとき。 

⑺ 第２６条第６号、第９号、第１０号、第１２号又は第１３号のいずれか

に該当し、情状が特に重いとき。 

⑻ 前条又は次条各項による命令に違反したとき。 

２ 前項の規定により許可等の取消しを受けた者（当該取消しに係る小規模特

定事業について次条第１項又は第２項の規定による命令を受けた者を除く。）

は、当該取消しを受けた小規模特定事業に係る土砂等による土壌の汚染及び



災害の発生を防止するために必要な措置を期限を定めて講じなければならな

い。 

（措置命令等） 

第２９条 市長は、小規模特定事業により埋立て等をされた土砂等による土壌

の汚染及び災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、小

規模特定事業を行い、又は行った者に対し、期間を定めて、当該小規模特定

事業に係る土砂等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な

措置を命ずることができる。 

２ 市長は、第９条第１項又は第１１条第１項の規定に違反して小規模特定事

業を行い、又は行った者に対し、期間を定めて、当該小規模特定事業を停止

させ、及び必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

３ 市長は、第１３条第４項又は前条第２項の規定に違反した者に対し、土砂

等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよ

う命ずることができる。 

（協力要請） 

第３０条 市長は、土壌の汚染又は災害の発生の防止のため必要があると認め

るときは、事業者等、土砂等を排出等する者、土地の所有者その他の土砂等

の埋立て等に関係する者（以下「許可事業者等」という。）に対し、必要な

協力を要請することができる。 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第３１条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者等に対

し、土砂等の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることが

できる。 

２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に土砂等の埋立て等

を行う区域の許可事業者等の事務所等その他土砂等の埋立て等に関係のある

場所に立ち入り、土砂等の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件

を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等を収去させ、又は

関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 



４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（関係行政機関への照会等） 

第３２条 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会

し、又は協力を求めることができる。 

（手数料） 

第３３条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を市長に納付

しなければならない。 

⑴ 第９条第１項の規定により小規模特定事業の許可を受けようとする者  

３万円 

⑵ 第１１条第１項の規定により小規模特定事業の変更の許可を受けよう

とする者 ２万円 

２ 既に納入した手数料は、還付しない。 

（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（罰則） 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

⑴ 第９条第１項本文又は第１１条第１項本文の規定に違反して、小規模特

定事業を行った者 

⑵ 第２９条の規定による命令に違反した者 

第３６条 第７条第２項、第８条第２項、第１２条第３項又は第２７条の規定

による命令に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第１２条第１項本文又は第１４条第２項の規定に違反して、届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

⑵ 第１９条第１項の規定に違反して、記載すべき事項を帳簿に記載せず、

又は虚偽の記載をした者 
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伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１７号 

   伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第１

２０号）の一部を次のように改正する。 

第２１条を第２３条とし、第２０条を第２１条とし、同条の次に次の１条を

加える。 

（伊勢崎市行政手続条例の適用除外） 

第２２条 第１１条第３項の規定による命令については、伊勢崎市行政手続条

例（平成１７年伊勢崎市条例第１９号）第３章の規定は、適用しない。 

第１９条を第２０条とし、第１１条から第１８条までを１条ずつ繰り下げ、

第１０条の次に次の１条を加える。 

（資源物の収集又は運搬の禁止等） 

第１１条 市及び規則で定める者（以下「市等」という。）以外の者は、市が

一般廃棄物を定期的に収集するための一時的な排出場所（以下「ごみ集積所」

という。）に排出された資源物（缶、びんその他の再利用又は再生利用が可

能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。）を収集し、又は運搬

してはならない。 

２ 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、ごみ集積所から資源物を

収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう指導

することができる。 

３ 市長は、前項の規定による指導を受けた者が、当該指導に従わず、ごみ集

積所から資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置

を講ずるよう命ずることができる。 

本則に次の２条を加える。 

（罰則） 

第２４条 第１１条第３項の規定による命令に違反した者は、２０万円以下の

罰金に処する。 
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伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例等の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成３０年３月２２日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１９号 

   伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例等の一部を改正 

する条例 

（伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第１７３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項及び第２項中「法第４８条第１０項」を「法第４８条第１１

項」に改め、同条第３項中「法第４８条第９項」を「法第４８条第１０項」

に、「令第１３０条の９の３」を「令第１３０条の９の５」に改め、同条第

４項中「法第４８条第１４項及び第１５項」を「法第４８条第１５項及び第

１６項」に改める。 

（伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部改

正） 

第２条 伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例（平

成１７年伊勢崎市条例第２８１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１国定東地区、向原東地区、向原中央地区及び平井地区の項中「令

第１３０条の９の３」を「令第１３０条の９の５」に、「令第１３０条の９

の５」を「令第１３０条の９の７」に、「令第１３０条の９の６」を「令第

１３０条の９の８」に、「せんたくソーダ」を「洗濯ソーダ」に、「シヤン化

合物」を「シアン化合物」に、「孔埋作業」を「孔
あな

埋作業」に、「排泄物」を

「排せつ物」に改める。 

（伊勢崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第３条 伊勢崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（平成２４年伊勢

崎市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 
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伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第２１号 

   伊勢崎市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市消防事務手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９６号）の一部

を次のように改正する。 

別表３の項中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に、「８３０，

０００円」を「８８０，０００円」に、「１，０１０，０００円」を「１，０

７０，０００円」に、「１，１２０，０００円」を「１，２００，０００円」

に、「１，４２０，０００円」を「１，５２０，０００円」に、「１，６６０，

０００円」を「１，７８０，０００円」に、「３，８８０，０００円」を「４，

０７０，０００円」に、「５，１００，０００円」を「５，３４０，０００円」

に、「６，２９０，０００円」を「６，４９０，０００円」に、「１，１３０，

０００円」を「１，１８０，０００円」に、「１，３４０，０００円」を「１，

４１０，０００円」に、「１，５００，０００円」を「１，５８０，０００円」

に、「１，８３０，０００円」を「１，９４０，０００円」に、「２，１４０，

０００円」を「２，２６０，０００円」に、「４，３５０，０００円」を「４，

５５０，０００円」に、「５，５７０，０００円」を「５，８２０，０００円」

に、「６，７７０，０００円」を「７，０７０，０００円」に、「５，７５０，

０００円」を「５，９３０，０００円」に、「７，２５０，０００円」を「７，

４７０，０００円」に、「１０，７００，０００円」を「１０，９００，００

０円」に改め、同表１５の項中「４１０，０００円」を「４２０，０００円」

に、「５４０，０００円」を「５６０，０００円」に、「７００，０００円」を

「７３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に、

「１，０４０，０００円」を「１，０９０，０００円」に、「１，６００，０

００円」を「１，６６０，０００円」に、「１，８２０，０００円」を「１，

９００，０００円」に、「２，０３０，０００円」を「２，１２０，０００円」

に、「４９０，０００円」を「５３０，０００円」に、「６３０，０００円」を

「６８０，０００円」に、「９９０，０００円」を「１，０３０，０００円」



に、「１，

０００円

４３０，

に、「４，

０００円

「１２，

０，００

００円」

０円」を

００円」

９５０，

を「３，

０００円

１９０，

を「４，

附

この条

 

 

伊勢崎

る。 

  平成

 

 

伊勢崎市

   伊

伊勢崎

の一部を

別表第

，３１０，

円」を「１

０００円

，６５０，

円」を「９

６００，

０円」に

に、「４

を「７５０

に、「１，

０００円

８７０，

円」に、「

０００円

８３０，

附 則 

条例は、平

崎市民病院

成３０年３

市条例第２

伊勢崎市民

崎市民病院

を次のよう

第１の２中

，０００

１，７８０

円」に、「

，０００

９，３２

０００円

に改め、同

３０，０

０，０００

，２１０

円」を「３

０００円

２，６６

円」を「３

０００円

平成３０年

院使用料及

３月２２日

２２号 

民病院使用

院使用料及

うに改正す

中「１６，

円」を「

０，００

４，０６

円」を「

０，００

円」に、「

同表１７の

００円」

０円」に、

，０００

３，１５

円」に、「

０，００

３，２３

円」に改め

年４月１日

及び手数料

日 

用料及び手

及び手数料

する。 

２００円

１，４１

０円」に

０，００

４，８０

０円」に

「１７，０

の項中「３

を「４６

、「９６０

円」を「

０，００

「４，１７

０円」を

０，００

める。 

日から施行

料条例の一

手数料条例

料条例（平

円」を「

０，００

、「３，３

００円」を

０，００

に、「１２

０００，０

３１０，

０，００

０，０００

「１，３０

０円」に

７０，００

「２，６

０円」に

行する。

一部を改正

伊勢崎市

例の一部を

平成１７年

１２，９

０円」に

３２０，０

を「４，

０円」に

，４００

０００円」

０００円」

０円」に

０円」を

０，００

、「３，６

００円」を

９０，０

、「４，７

正する条例

市長 五十

を改正する

年伊勢崎市

６０円」

に、「１，

０００円

１９０，

に、「９，

０，００

」を「１

」を「３

に、「７２

「１，０

００円」に

６２０，

を「４，

０００円」

７９０，

例をここ

十嵐 清

る条例 

市条例第

に、「６

７２０，

」を「３

０００円

１００，

０円」を

７，３０

２０，０

０，００

２０，０

に、「２，

０００円

４６０，

に、「３

０００円

に公布す

隆 

２０２号

，４８０

，

」

」

，

」

）



円」を「

附

この条

 

 

伊勢崎

一部を改

  平成

 

伊勢崎市

伊

例

伊勢崎

一部を改

改正する

附則第

改正後の

条例（以

定する修

受ける主

ついては

場合には

による改

定める条

の間に主

附則第

支援専門

５年を経

「５，４０

附 則 

条例は、平

崎市地域包

改正する条

成３０年３

市条例第２

伊勢崎市地

例の一部を

崎市地域包

改正する条

る。 

第２項中

の伊勢崎市

以下「新条

修了日から

主任介護支

は、同号の

は、同号に

改正後の伊

条例（以下

主任介護支

第３項中

門員更新研

経過するご

００円」に

平成３０年

包括支援セ

条例の一部

３月３０日

２３号 

地域包括支

を改正する

包括支援セ

条例（平成

「に係る最

市地域包括

条例」とい

ら起算して

支援専門員

の規定にか

に規定する

伊勢崎市地

下「新条例

支援専門員

「主任介護

研修（同号

ごとに、当

に、「５，

年４月１日

センターの

部を改正す

日 

支援センタ

る条例の一

センターの

成２９年伊

最初の主任

括支援セン

いう。）第

て５年を経

員更新研修

かかわらず

る日までの

地域包括支

例」とい

員更新研修

護支援専門

号の規定に

当該経過す

４００円

日から施行

の職員及び

する条例を

ターの職員

一部を改正

の職員及び

伊勢崎市条

任介護支援

ンターの職

第４条第１

経過するご

修のうち

ず」を「

の間に修了

支援センタ

う。）第４

修を修了し

門員更新研

により、同

する日まで

」を「４

行する。

び運営に関

をここに公

伊勢崎市

 

員及び運営

正する条例

び運営に関

条例第２

援専門員更

職員及び運

１項第３号

ごとに、当

最初のも

について

了した」を

ターの職員

４条第１項

している」

研修を修了

同号に規定

での間に受

，３２０

関する基準

公布する。

市長 五十

営に関する

例 

関する基準

１号）の一

更新研修

運営に関す

号の規定に

当該経過す

のをいう

は」に、

を「までの

員及び運営

項第３号に

」に改める

了したもの

定する修了

受ける主任

０円」に改

準を定め

。 

十嵐 清

る基準を

準を定め

一部を次

（この条

する基準

により、

する日ま

。以下同

「までに修

の間は、

営に関す

に規定す

る。 

の」を「

了日から

任介護支

改める。

る条例の

隆 

定める条

る条例の

のように

例による

を定める

同号に規

での間に

同じ。）に

修了した

この条例

る基準を

る日まで

主任介護

起算して

援専門員



更新研修

附

この条

 

 

伊勢崎

改正する

  平成

 

伊勢崎市

   伊

部

伊勢崎

４年伊勢

第４条

型サービ

場合に限

第６条

生省令第

護職員初

第１７

令」とい

第４７

する介護

第６８

第８１

者」に改

附

この条

修のうち最

附 則 

条例は、平

崎市指定地

る条例をこ

成３０年３

市条例第２

伊勢崎市指

部を改正す

崎市指定地

勢崎市条例

条中「法人

ビス（看護

限る。）」を

条第１号中

第３６号。

初任者研修

条中「介

いう。）」を

条第１項

護職員初任

条第６号

条中「指

改める。 

附 則 

条例は、平

最初のもの

平成３０年

地域密着型

ここに公布

３月３０日

２４号 

指定地域密

する条例 

地域密着型

例第６１号

人」の次に

護小規模多

を加える。

中「定める

以下「省

修課程を修

介護保険法

を「省令」

項中「定め

任者研修課

号中「第５

指定地域密

平成３０年

のをいう。

年４月１日

型サービス

布する。

日 

密着型サー

型サービス

号）の一部

に「又は病

多機能型居

 

る者」の次

省令」とい

修了した者

法施行規則

に改める

める者」の

課程を修了

５条の２」

密着型通所

年４月１日

以下同じ

日から施行

スの事業に

ービスの事

スの事業に

部を次のよ

病床を有す

居宅介護

次に「（介

いう。）第

者に限る。

則（平成１

る。 

の次に「

了した者に

を「第５

所介護従業

日から施行

じ。）を修

行する。

に係る基準

伊勢崎市

事業に係る

に係る基準

ように改正

する診療所

に限る。）

介護保険法

第２２条の

）」を加え

１１年厚生

（省令第２

に限る。）」

５条の２第

業者」を

行する。

修了したも

準等を定め

市長 五十

る基準等を

準等を定め

正する。 

所を開設

に係る指

法施行規則

の２３第

える。 

生省令第

２２条の２

」を加える

第１項」に

「地域密着

もの」に改

める条例

十嵐 清

を定める

める条例

している

指定の申請

則（平成

１項に規

３６号。

２３第１

る。 

に改める

着型通所

改める。

の一部を

隆 

条例の一

（平成２

者（複合

請を行う

１１年厚

定する介

以下「省

項に規定

。 

介護従業



伊勢崎

の一部を

  平成

 

 

伊勢崎市

   伊

条

伊勢崎

（平成２

第４条

附

この条

 

 

伊勢崎

の一部を

  平成

 

 

伊勢崎市

   伊

条

伊勢崎

（平成２

第１１

⑷ 教

を有

崎市指定地

を改正する

成３０年３

市条例第２

伊勢崎市指

条例の一部

崎市指定地

４年伊勢

条中「第５

附 則 

条例は、平
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第４８条第７項中「第５２条第２項」を「第５２条第４項」に改め、同項を

同条第９項とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」

を「第５項の場合」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項

とし、同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは

事業所を有する法人」を「内国法人」に、「法第３２１条の８第２４項」を

「法第３２１条の８第２６項」に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４

項及び第１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第

６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第

３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、

控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

第５２条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第２項中「によっ

て」を「により」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項

を加える。 

２ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は

第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第１項の法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、

同日）から第５２条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるも



のとする。 

３ 第５０条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第１項の法

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前であ

る場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。 

第５２条に次の２項を加える。 

５ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は

第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第４項の連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合に

は、同日）から第５２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替え

るものとする。 

６ 第５０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第４項の連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と

読み替えるものとする。 



附則第３条の２第１項中「第４８条第３項」を「第４８条第５項」に改め、

同条第２項中「第５２条」を「第５２条第１項及び第４項」に、「同条」を

「これら」に改める。 

附則第４条第１項中「第５２条に」を「第５２条第１項及び第４項に」に、

「同項」を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 

附則第１０条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」

を「附則第１５条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、同条中第５

項を第４項とし、第６項を第５項とし、第７項から第９項までを削り、第１０

項を第６項とし、第１１項を第７項とし、同条第１２項中「附則第１５条の８

第４項」を「附則第１５条の８第２項」に改め、同項を同条第８項とする。 

附則第１０条の３第３項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５条の

８第１項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条

第８項」に改め、同条第４項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条

の８第２項」に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２

項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条の８第５項」を「附則第１

５条の８第３項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第２４項」を「附則第

１２条第１５項」に、「同条第１７項」を「同条第８項」に改め、同条第６項

中「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同条第７項

中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号

中「附則第１２条第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号

中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第２２項」に改め、同条第８項

中「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第５

号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条第９

項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同条

第１０項中「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、

同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、

同条第１１項中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に、「附則

第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同条に次の１項を加

える。 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の



規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通

省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に

規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸

場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するか

の別 

⑷ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑸ 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

⑹ 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提

出する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１１条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」を「には」

に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３

１年度又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２

９年度分」を「平成３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中

「平成２８年度適用土地」を「平成３１年度適用土地」に、「平成２８年度類

似適用土地」を「平成３１年度類似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平

成３２年度分」に改める。 

附則第１２条の前の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第

３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２



年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「平成２７年

度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「当

該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項

中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改める。 

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第

２号）附則第１８条」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律

第３号）附則第２２条」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１５条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」

を「平成３３年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の伊勢崎市市税条例（以下「新条例」という。）第５２条第２

項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第

１項又は第４項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金に

ついて適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方

税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「旧法」

という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定
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附則第１３項（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に、「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１３項とする。 

附則第１１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に、「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に、「平成２７年度から平

成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」

を「には」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第９項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同項を附則第１０

項とする。 

附則第８項の前の見出し及び同項中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則第９項とし、附

則第７項の次に次の１項を加える。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告） 

８ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省

令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に

規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の
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第２条第２項ただし書中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

第２３条中「５４万円」を「５８万円」に改め、同条第２号中「２７万円」

を「２７万５，０００円」に改め、同条第３号中「４９万円」を「５０万円」

に改める。 

第２６条第２項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に当たり」

に改め、「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

 


